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1刑法①（令和 4年 6月 17日公布：侮辱罪・拘禁刑関係）
001 インターネット上の悪質な誹謗中傷が社会

問題化したことなどを受けて、侮辱罪の法
定刑が引き上げられた。

「拘留又は科料」から、「1年以下の
拘禁刑若しくは 30 万円以下の罰金
又は拘留若しくは科料」に引き上げ
られた。 ○

002 侮辱罪を犯した者を蔵匿又は隠避させた
者は、改正前は処罰されていたが、改正
により処罰対象とならないこととなった。

蔵匿・隠避の対象は「罰金以上の刑
に当たる罪を犯した者」であるため、
侮辱罪を犯した者を蔵匿・隠避させ
た者は、改正により処罰されること
となった。 ×

003 侮辱罪は、改正により軽微犯罪ではなくな
ったため、通常逮捕又は現行犯逮捕にお
いて加重要件が求められなくなった。

侮辱罪は、改正前は軽微犯罪に当た
り、通常逮捕・現行犯逮捕において
加重要件が求められていたが、改正
により軽微犯罪ではなくなった。 ○

004 侮辱罪の公訴時効期間は、改正の前後を
通じて1年であり、変更はない。

侮辱罪の公訴時効期間は、改正前は
１年であったが、法定刑の引上げに
より、3年となった（刑訴法 250 条
2項 6号）。 ×

005 明治 40年の刑法制定以来 115 年ぶりに
刑罰制度が見直され、懲役と禁錮に関す
る規定が削除され、新たに拘禁刑が創設
された。

これに伴い、個別の犯罪類型の法定
刑である懲役、禁錮は全て「拘禁
刑」に置き換えられることとなった
（令和 7年 6月1日から）。 ○

006 令和 7年 6月 1日以降、刑罰は、死刑、
拘禁刑、罰金、拘留、科料、没収の 6
種類となった。

懲役及び禁錮を廃止し、これらに代
わるものとして、拘禁刑を創設し、
拘禁刑に処せられた者には、改善更
生を図るため、必要な作業を行わ
せ、又は必要な指導を行うことがで
きることとなった。 ○

2刑法②（令和 5年 5月 17日公布：逃走罪関係）
007 改正により、単純逃走罪及び加重逃走罪

の主体が広げられ、「裁判の執行により拘
禁された者」となった。

「裁判の執行により拘禁された者」で
はなく、「法令により拘禁された者」
が正しい。

×
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●本書のつくり

・�昇任試験でよく問われる問題を厳選収録した一問一答形式の問題集です。

昇任試験頻出問題を
厳選して出題して
います。

全問アプリで解くことができます！



1.会員登録を選択

1.シリアルナンバーを入力 2.問題を追加

ログイン画面下部の
会員登録を選択

会員情報登録後に
メールが届きます。
メールに記載の
URLへアクセスすると
会員登録が完了します。

2.必要事項を入力 3.メールを受信

画面上の　　アイコンをタップして
懸賞ハガキ記載のシリアルナンバー

（数字12桁）を入力してください。

シリアルナンバー
入力後、
問題の横にある　　 を
タップすると問題が
ダウンロードされます。

Step 1　 アプリ「KEISATSU KORON PASSPORT」を 
ダウンロードしましょう

Step 2　会員登録をしましょう

Step 3　問題を追加しましょう

問題をダウンロードしたら学習を開始しましょう！
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法令略称一覧
か 警職法 警察官職務執行法
刑訴規則 刑事訴訟規則
刑訴法 刑事訴訟法
拳銃規範 警察官等拳銃使用及び取扱い規範
高齢者虐待防止法 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
小型無人機等飛行禁止法 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関

する法律
国賠法 国家賠償法
個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律
こども性暴力防止法 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の

防止等のための措置に関する法律
さ 災対法 災害対策基本法
児童虐待防止法 児童虐待の防止等に関する法律
児童買春禁止法 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保

護等に関する法律
児福法 児童福祉法
銃刀法 銃砲刀剣類所持等取締法
障害者虐待防止法 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
障害者差別解消法 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
情報公開法 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
ストーカー規制法 ストーカー行為等の規制等に関する法律
性的姿態撮影等処罰法 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な

姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
組織的犯罪処罰法 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

た 地公法 地方公務員法
通信傍受法 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
DV防止法 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
道交法 道路交通法
取調べ監督規則 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則

な 入管法 出入国管理及び難民認定法
は 廃掃法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
犯罪収益移転防止法 犯罪による収益の移転防止に関する法律
犯罪被害者支援法 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
犯捜規 犯罪捜査規範
風営法 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
不正アクセス禁止法 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
暴力団対策法 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

ま 麻向法 麻薬及び向精神薬取締法
や 行方不明者発見活動規則 行方不明者発見活動に関する規則
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る規定が削除され、新たに拘禁刑が創設
された。

これに伴い、個別の犯罪類型の法定
刑である懲役、禁錮は全て「拘禁
刑」に置き換えられることとなった
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生を図るため、必要な作業を行わ
せ、又は必要な指導を行うことがで
きることとなった。 ○
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の主体が広げられ、「裁判の執行により拘
禁された者」となった。
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008 現行犯逮捕され又は緊急逮捕（逮捕状の
発付前）されて、刑事施設等に留置され
る前の被疑者が逃走した場合は、単純逃
走罪の刑責を負う。

問題文の者は「法令により拘禁され
た者」に当たるため、逃走すれば、
単純逃走罪の刑責を負う。

○

009 警察官職務執行法 3 条により保護された
者が逃走した場合、単純逃走罪の刑責を
負う。

「単純逃走罪の刑責を負う」は誤り。
警職法 3 条の被保護者は、逃走罪
の主体に含まれない。

×

010 単純逃走罪は、法定刑が引き上げられた
ことにより、緊急逮捕ができる犯罪となっ
た。

単純逃走罪は、法定刑が「1年以下
の懲役」から「3 年以下の拘禁刑」
に引き上げられたため、緊急逮捕を
することができる犯罪に当たることと
なった。 ○

3刑法③（令和 5年 6月 23日公布：性犯罪関係）
011 強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が統

合され、不同意わいせつ罪となった。
強制わいせつ罪及び準強制わいせつ
罪は、不同意わいせつ罪に改められ
た。

○

012 不同意わいせつ罪は、主体及び客体の性
別について制限はない。

主体及び客体のいずれについても、
男女を問わない。

○

013 刑法 176 条 1 項に規定する不同意わい
せつ罪の行為は、同項 1号から8号に掲
げる行為・事由その他これらに類する行
為・事由により、わいせつな行為をするこ
とである。

問題文の行為・事由により、「同意し
ない意思を形成・表明・全うするこ
とが困難な状態にさせ、又はその状
態にあることに乗じて」、わいせつな
行為をすることが必要である。 ×

014 暴行・脅迫などをすることにより同意しな
い意思を形成し、表明し又は全うすること
が困難な状態でわいせつ行為をすれば、
被害者の年齢を問わず刑法 176 条 1 項
に規定する不同意わいせつ罪が成立する。

刑法 176 条 1 項に規定する不同意
わいせつ罪は、年齢を問わずに成立
することを明確にする趣旨で、同項
には年齢を規定しないこととした。

○
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1罪刑法定主義
001 罪刑法定主義とは、犯罪と刑罰はあらかじ

め法律で定められていなければならないと
する原則をいう。

罪刑法定主義は、「法律なければ刑
罰なし」という考え⽅であり、犯罪
と刑罰はあらかじめ法律で定められ
ていなければならないとする原則で
ある（憲法 31条）。 ○

002 犯罪行為後に刑罰法規が改正され、刑が
軽く改められた場合であっても、改正後の
刑罰法規の内容を行為時に遡って適用する
ことは罪刑法定主義に反する。

「改正後の刑罰法規の内容を行為時
に遡って適用することは罪刑法定主
義に反する」は誤り。実行行為後に
刑罰法規が改正され、刑罰が軽くな
った場合は、被告人の利益となるた
め、当該軽い刑罰を行為時に遡って
適用しても罪刑法定主義に反しない
（刑法 6条）。 ×

003 犯罪と刑罰は、「法律」によって定められ
ていなければならない。この「法律」に
は、法律の委任を受けた政令、条例又は
慣習法が含まれる。

「慣習法が含まれる」は誤り。罪刑
法定主義における「法律」には、法
律の委任を受けた政令及び条例が含
まれるが、慣習法や条理は含まれな
い。 ×

004 ある刑罰法規につき、類推適用することは
もちろん、条文の文言を、語義の可能な
範囲内で通常の意味よりも広げて解釈する
ことも許されない。

「条文の文言を、語義の可能な範囲
内で通常の意味よりも広げて解釈す
ることも許されない」は誤り。問題
文の解釈を拡張解釈といい、これは
許される。 ×

2刑法の場所的適用範囲
005 日本国内で行われた犯罪行為について、

行為者の国籍のいかんによっては、我が国
の刑罰法規が適用されないことがある。

「行為者の国籍のいかんによっては、
我が国の刑罰法規が適用されないこ
とがある」は誤り。刑法は、日本国
内で罪を犯した全ての者に適用される
（刑法 1条 1項）。 ×
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006 日本の刑法の適用範囲は、原則として属
地主義を採用し、属人主義及び保護主義
等で補充している。

刑法は、日本の領域内で行われた犯
罪に日本の刑法を適用する属地主義
（刑法 1 条）を原則に、日本の法益
保護に必要な限度で刑法を適用する
保護主義、国際協調の観点から犯罪
地を問わず刑法を適用する世界主
義、国籍を基準に日本の刑法を適用
する属人主義を補充的に適用している
（刑法 2条～4条の2）。 ○

007 外国人が、日本国内で外国人の財物を窃
取した場合、我が国の刑法は適用されな
い。

原則として日本国内で行われた犯罪
については、犯人及び被害者の国籍
を問わず我が国の刑法が適用される
（属地主義、刑法 1条 1項）。 ×

008 日本国民が、外国で日本国民に対して暴
行罪を犯した場合、我が国の刑法が適用
される。

暴行罪（刑法 208 条）は国民の国
外犯（刑法 3条）及び国民以外の者
の国外犯（刑法 3条の 2）の適用対
象に含まれていないため、我が国の
刑法は適用されない。 ×

009 外国人が、外国で、行使の目的を持って
日本国の通貨を偽造した場合、我が国の
刑法が適用される。

内乱罪や通貨偽造罪といった日本の
国家的利益、重要な社会的利益を保
護する犯罪については、国外で犯さ
れた場合には、犯人の国籍を問わず
我が国の刑法が適用される（全ての
者の国外犯、刑法 2条）。 ○

3不作為犯
010 「真正不作為犯」とは、構成要件的行為

を不作為の形式で規定した犯罪をいい、
通常は作為で行われる構成要件を不作為
によって実現する場合を「不真正不作為
犯」という。

真正不作為犯の代表例は、多衆不解
散罪や不退去罪があり、不真正不作
為犯の代表例は保護責任者遺棄罪で
ある。

○

049

法改正
＆
新法

憲法

行政法

刑法

刑事
訴訟法

総務
・
警務

生活
安全

地域

刑事

交通

警備



1捜査の端緒
001 親告罪で甲が起訴されたところ、共犯者

乙の存在が明らかになった。甲に対する告
訴は、乙に対しても有効である。

刑訴法 238 条 1項。共犯の 1人又
は数人に対してなされた告訴やその
取消しは、原則として他の共犯者に
も効力が及ぶ（告訴の主観的不可分
の原則）。 ○

002 甲は路上を自転車で走行中、前方不注視
により歩行者 Aに衝突し、傷害を負わせ
た。Aの告訴調書には、甲に対する処罰
意思について、「今後このような走行はし
ないようにしてください。」と録取されてい
た。かかる告訴は有効である。

「有効である」は誤り。過失傷害罪
は親告罪である（刑法 209 条）。そ
して、有効な告訴であるためには処
罰の意思表示が必要だが、問題文の
ような録取では、処罰の意思表示と
は認められない。例えば、「厳重な
御処分をしていただきたい」（大阪高
判昭34.3.4）、「今度からこんないや
らしいことをしないようにしてくださ
い」（東京地判昭 34.4.28）などの
告訴権者の供述で、処罰の意思を認
めるに足りないと判断されている。 ×

003 甲は、路上で飼い犬を散歩させていた際、
同犬の首輪につながれたリードの先端を片
手で持っただけで追随したため、同犬が歩
行中の男児 Aに噛みつき、傷害を負わせ
た。Aは甲を処罰しなくてよい旨述べたが、
Aの親権者である母親 Bは甲を処罰して
ほしい旨述べた場合、Bの告訴調書を作
成することは妥当である。

A の法定代理人である B は、A の
告訴意思に関係なく（たとえAが甲
を処罰しなくてよいと言っていたとし
ても）、独立して告訴することができる
（刑訴法 231条 1項）。したがって、
告訴調書を作成することは妥当であ
る。

○

004 代行検視とは、検察官が自ら検視を行う
代わりに、検察事務官又は司法警察員に
対して、補助者として検視を行わせること
である。

「補助者として」は誤り。代行検視を
命じられた検察事務官又は司法警察
員は、自らの資格に基づき、検視を
行う。 ×

005 犯人が自分の妻を介して自己の犯罪事実
を警察に申告させた場合には、自首が成
立する余地はない。

「成立する余地はない」は誤り。他
人を介して自己の犯罪を捜査機関に
申告した場合にも、自首が成立する
としている（最判昭 23.2.18）。 ×
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006 自首の要件である「捜査機関に発覚する
前」とは、犯罪事実及び犯人のいずれも
が捜査機関に発覚していない場合をいう。

したがって、犯罪事実は捜査機関に
知られているが、その犯人が誰であ
るかまだ捜査機関に知られていない
場合も「捜査機関に発覚する前」に
含 ま れ る（名 古 屋 高 判 昭
28.11.26）。なお、犯罪事実及び犯
人が判明していて、犯人の所在だけ
が判明していない場合は、「捜査機
関に発覚する前」とはいえず、自首
が成立することはない（最判昭
24.5.14）。 ○

007 代理人による自首は認められない。 代理人による告訴は認められているが
（刑訴法 240 条）、同条が準用され
ていないことから、代理人による自
首は認められない（名古屋高判昭
29.7.5）。 ○

008 交通違反をした車両を警察官が停止したと
ころ、覚醒剤の使用が発覚したと勘違いし
た犯人が同事実を申告した場合、自首が
成立する。

自首する際に、その動機は問題とな
らない（福島地判昭 50.7.11）。

○

009 特別司法警察職員にも、警察官と同様に、
一般的に警察官職務執行法の適用があり、
職務質問を行う権限がある。

「一般的に警察官職務執行法の適用
があり、職務質問を行う権限がある」
は誤り。警職法は、一般司法警察職
員である警察官に適用される法律で
ある。そのため、個々の法律におい
て明文の規定がある場合（海上保安
庁法 20 条等）を除き、特別司法警
察職員に対して一般的に適用又は準
用されるものではなく、職務質問の
権限はない。 ×
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1防犯活動
001 防犯活動を効果的に推進するためには、

活動計画を策定するための基礎資料となる
各種の防犯情報を収集しなければならな
い。

断片的な防犯情報でも、他の情報と
照合され、あるいは総合的に検討さ
れた結果、極めて重要な意義を持つ
ことが多い。 ○

002 自転車の防犯登録は、自転車の利用者に
対し義務付けられているわけではなく、任
意である。

「任意である」は誤り。自転車の防
犯登録は、利用者に対して義務付け
られている（自転車の安全利用の促
進及び自転車等の駐車対策の総合的
推進に関する法律 12条 3項）。 ×

003 万引きは、少年によるものがほとんどであ
り、少年非行の入口となる犯罪の 1つで
ある。

「少年によるものがほとんど」は誤
り。万引きの被疑者は少年から高齢
者まで幅広く、近年の検挙人員は、
高齢者が少年を大幅に上回ってい
る。 ×

2ストーカー規制法違反の取締り
004 相手方の旅行先のホテル付近をみだりにう

ろつく行為は、つきまとい等として規制の対
象となる。

通常いる場所のほか、実際にいる場
所の付近における行為も規制対象で
ある（ストーカー規制法 2 条 1 項 1
号）。 ○

005 GPS 機器等をひそかに取り付けたプレゼン
トを相手方に手渡す行為は、位置情報無
承諾取得等に該当する。

なお、「つきまとい等」又は「位置情
報無承諾取得等」を反復してするこ
とをストーカー行為という（ストーカ
ー規制法 2条 4項）。 ○

006 禁止命令等は、警告を受けた者がそれに
従わない場合に限り、これをすることがで
きる。

禁止命令等は、警告を経なくてもす
ることができる。なお、禁止命令等
は、相手方の申出又は都道府県公安
委員会の職権で行う（ストーカー規
制法 5条 1項）。 ×

007 警察本部長等の援助においては、被害者
にストーカー行為者の氏名等を教示するこ
とはできない。

警察本部長等の援助の内容には、ス
トーカー行為者の氏名等を教示する
ことも含まれている（ストーカー規制
法 7 条 1 項、同法規則 15 条 2
号）。 ×
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3配偶者からの暴力への適切な対応
008 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律にいう「配偶者」には、
事実上婚姻関係と同様の事情にあるが婚
姻の届出をしていない者は含まれない。

事実上婚姻関係と同様の事情にある
者も含まれる（DV 防止法 1 条 3
項）。

×

009 配偶者からの暴力を受けている者を発見し
た者は、その旨を配偶者暴力相談支援セ
ンター又は警察官に通報することが義務付
けられている。

「義務付けられている」は誤り。通報
は義務ではない（DV防止法 6条 1
項）。なお、この場合の「暴力」は
身体に対する暴力に限られる。 ×

010 保護命令を発出することができるのは、現
に婚姻関係にある配偶者に限られ、離婚
後の元配偶者に対して同命令を発出するこ
とはできない。

保護命令は、離婚後の元配偶者に対
しても発出することができる場合が
ある（DV 防止法 10 条 1 項、10
条の 2）。 ×

4その他の人身安全関連事案
011 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事

案の対応に当たっては、被害者等の安全
を確保することが最優先となる。

加害者が被害者等に危害を加えるこ
とが物理的に不可能な状況を速やか
に作り上げる必要がある。

○

012 児童虐待を裏付ける事実が必ずしも明らか
でなくても、一般の人の目から見れば主観
的に児童虐待があったと思うであろう場合
には、児童相談所等に通告することが義務
付けられている。

「児童虐待を受けたと思われる児童」
を発見した者には、通告義務が課さ
れている（児童虐待防止法 6 条 1
項）。

○

013 虐待を受けたと思われる65歳以上の高齢
者が障害者である場合は、原則として、
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対
する支援等に関する法律に基づく通報を行
う。

「障害者虐待の防止、障害者の養護
者に対する支援等に関する法律」で
はなく、「高齢者虐待防止法」が正
しい（令和 4 年 12 月 15 日付け警
察庁通達「障害者虐待の防止、障害
者の養護者に対する支援等に関する
法律の施行を踏まえた障害者虐待事
案への適切な対応について」第 1・
1(1))。 ×
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1犯罪捜査の基本
001 関東管区警察局は、重大サイバー事案に

係る共同捜査を行おうとし、又は終了しよ
うとするときには、原則として、あらかじめ、
警察庁にその旨を報告しなければならな
い。

犯罪捜査共助規則 26 条の 9 第 2
項。緊急やむを得ない場合において
は、事後速やかに報告する。

○

002 捜査資料は、捜査幹部が、捜査の終結、
公訴の提起、公判維持等の観点から、保
管の必要がなくなったと認める場合まで保
管する。

なお、保管期間を終了した捜査資料
については、確実に廃棄又は消去
し、所属長及び捜査幹部は捜査資料
の管理を徹底しなければならない。 ○

003 警察官は、具体性を欠く断片的な情報に
ついて、積極的に入手し報告する必要はな
い。

「必要はない」は誤り。断片的な情
報であっても、他の関連情報と総合
検討することで集約された捜査情報
となることがあるから、積極的に入
手・報告するよう努める。 ×

004 いかなる場合でも、真相解明のため、被
害者の記憶が鮮明な間に事情聴取を行
い、治療等はその後にさせる。

「いかなる場合でも」は誤り。怪我の
程度等を確認した上、必要であれ
ば、治療等を優先させるべきであり、
被害者には十分に配慮するよう心掛
けなければならない。 ×

2被害届・告訴・告発・自首の取扱い
005 被害の届出を受けた場合は、その届出に

係る事件が管轄区域の事件であるかどう
かを問わず、これを受理しなければならな
い。

犯捜規 61 条。もっとも、被害者等
の負担を考慮し、事件の捜査は管轄
警察署等に引き継がれること等を説
明して、被害者等が同警察署等に届
け出る意向を示した場合は、受理し
なくてもよい。 ○

006 告訴・告発を受理した場合、捜査の結果、
罪とならないことが明らかとなったときでも、
検察官に送付しなければならない。

結果を問わず、速やかに書類及び証
拠物を送付しなければならない（刑
訴法 242条）。

○
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007 告訴・告発は、複雑な事案で一定の財務
捜査を経なければ事件性が判然としないな
ど特別な事情がある場合を除き、最初の
相談日から 6 か月以内に受理・不受理の
判断を行うように努める。

「6か月」は誤り。3か月以内が正し
い。なお、受理を先延ばしにする
と、検討結果の罪名が相談当初と異
なることで公訴時効が完成するおそ
れがあるため注意しなければならな
い。 ×

008 個々の警察官の認識では犯人が特定され
ていなくても、捜査機関全体として見た場
合に犯人は特定されていると評価できると
きには、「捜査機関に発覚する前」には該
当せず、自首は成立しない。

自首の要件である「捜査機関に発覚
する前」とは、各警察署の枠を超
え、捜査機関全体における犯人特定
のための捜査活動の進捗状況に応じ
て判断すべきである（東京地判令
4.6.7）。 ○

3臨場・証拠保全
009 警察官は、現場臨場を必要とする犯罪の

発生を知ったときは、捜査専従員であると
否とを問わず、速やかに現場に臨み、必
要な捜査を行わなければならない。

臨場は、犯人逮捕や証拠の確保等を
目的とするものであり、平素から現
場鑑識資機材の取扱いにも習熟して
おく必要がある。 ○

010 現場に負傷者があり、緊急に救護を要する
と認められる場合には、写真撮影により現
場を記録するなど最低限の現場保存をした
後に、速やかに救急車を要請するなど救
護の措置を講じる。

「現場保存をした後に」は誤り。現場
を破壊しないように留意する必要は
あるが、そのために救護が手遅れに
なってはならない（犯捜規 85 条 1
項、2項）。 ×

011 現場観察は、できる限り犯行時と同一条
件下で行う。

例えば、時間により明暗の度合い等
の視認条件が異なることから、観察
の正確性が歪むおそれがあるため。

○

012 屋外において発見された遺留品が日光・
雨・雪にさらされている場合、これらの物
を屋内など適当な場所に移動して採証活
動を行うことは、移動中に資料を破壊、散
逸、混同させるおそれがあるため、慎むべ
きである。

「慎むべきである」は誤り。もっと
も、移動して採取活動を行う場合
は、検体の場所・向き等を記録し、
移動中に資料を破壊等させないよう
に配慮する必要がある。

×
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